○南陽市斎場しらぎく設置条例
平成18年3月20日
条例第5号
(設置)
第1条　公衆衛生と市民福祉の向上を図るため、南陽市斎場しらぎく(以下「斎場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条　斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
	名称
	位置

	南陽市斎場しらぎく
	南陽市三間通1144番地


(使用の許可)
第3条　斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2　市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第4条　市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとする。
(1)　公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2)　施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3)　その他管理上支障が生じるおそれがあるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条　市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1)　この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2)　第3条第2項の条件に違反したとき。
(3)　虚偽の申請その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4)　その他管理上特に必要があると認めたとき。
2　市長は、前項の規定による許可の取消し等により受けた損失は補償しない。
(使用料)
第6条　第3条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1又は別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(使用料の減免)
第7条　市長が特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第8条　既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないとき、又は市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第9条　使用者は、その使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条　使用者は、その責に帰すべき事由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第11条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附　則
(施行期日)
1　この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(使用申請等の特例)
2　施行日以後の斎場の使用に係る許可申請その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1
火葬炉等使用料
	区分
	単位
	市内に住所を有する者
	その他の者

	遺体
	13歳以上
	1体
	無料
	40,000円

	
	13歳未満
	1体
	無料
	30,000円

	
	死産児
	1胎
	無料
	15,000円

	汚物等
	胎盤汚物、肢体の一部
	1人分
	無料
	5,000円

	和室を式場として使用する場合
	2時間
	無料
	10,000円


備考
1　「市内に住所を有する者」とは、死亡者(死産児については、その父又は母)が死亡時において南陽市の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録原票に登録されている者をいい、「その他の者」とは、これ以外の者をいう。
2　その他の者が和室を式場として使用する場合の使用料は、2時間を超えたときは1時間(1時間に満たないときは1時間とする。)ごとに1,000円を加算する。
別表第2
動物炉等使用料
	区分
	単位
	市内に住所を有する者
	その他の者

	動物
	25kg未満
	1頭
	10,000円
	20,000円

	
	25kg以上
	1頭
	15,000円
	30,000円

	供養塔に納骨する場合
	1頭
	5,000円
	10,000円


備考
1　動物とは、犬、猫等の愛玩動物をいう。
2　「市内に住所を有する者」とは、飼い主が南陽市の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録原票に登録されている者をいい、「その他の者」とは、これ以外の者をいう。
